
2026 年 1月 14日 
 

2025 年（令和 7 年）「上場株式配当等の支払通知書」の交付について 

 

１．交付方法について 

2025 年内に国内外の上場株式等の配当金を「株式比例配分方式」により当社の証券口座で受領されている場

合、または外国債券や累積投資型投資信託（MRF、MMF など）、公募投資信託等の分配金を受領されている場合

は、以下の方法により 「上場株式配当等の支払通知書」が交付されます。 

なお、2019年の税制改正に伴って、国税関係手続が簡素化されており、確定申告に際して「特定口座年間取引報

告書」と「上場株式配当等の支払通知書」の添付が不要となっております。 

つきましては 2019 年 4 月以降、電子交付のお客様には、原則として郵送による交付は行っておらず、取引画面か

らご確認いただいております。 

 

  交付方法は電子交付（取引画面上で閲覧していただく方法）か、書面交付（郵送）となります。 
  

【2025 年分 上場株式配当等の支払通知書 交付方法について】 

特定口座の源泉徴収 電子交付の同意 配当金等の損益通算 交付方法 

源泉徴収 あり 

同意している 
あり 作成されません ※1 

なし 電子交付 

同意していない 
あり 作成されません ※1 

なし 書面交付 

源泉徴収 なし 

または 

一般口座 

同意している － 電子交付 

同意していない － 書面交付 

    配当金を当社以外の金融機関で受け取っている場合、当社から支払通知書は発行されません 

（配当金の支払いの都度、信託銀行等から交付されます）。 

    ※1 配当金等の損益通算が「あり」の場合、特定口座年間取引報告書に配当金等の支払い状況が記載されます。 

 

 

２．「書面交付」となるお客様への発送時期について 

2026 年 1 月 16 日（金）以降の発送を予定しております。 
  (発送は、2025 年 12 月末現在で当社にお届出いただいているご登録住所宛に郵送されます。) 

 

 

３．郵送による書面交付のご請求について 

「電子交付」のお客様が郵送による書面交付をご希望される場合は、以下の方法によりご請求ください。 

（１） 請求方法 

 各お取扱店へお電話でご請求ください。電話番号はこちら https://www.ｊｔｇ-sec.co.jp/support.htm#inquiry 

または、インターネット取引をご利用のお客様は、2026 年 1 月 15 日（木）（予定）に書面交付請求用のお申込

項目を下記の場所に表示いたします。郵送を希望される際はこちらからご請求ください。 

お取引画面内［各種申込］⇒［各種お申込］⇒［上場株式配当等の支払通知書の書面交付請求］ 

  （２）請求期限 

2026 年 2 月 25 日（水） 受付分まで 

  （３）発行手数料 

   無料 

  （４）ご注意事項 

 ・ご請求分の発送は 2026 年 1 月下旬から順次発送いたします。 

 ・郵送による書面交付をご請求の場合、申込状況によっては発送までお時間を頂戴する場合があります。通常、

ご依頼から発送まで 2 週間ほどお時間を頂戴しています。予めご了承ください。 

https://www.jtg-sec.co.jp/support.htm#inquiry


・支払通知書は、2025 年 12 月末現在で当社にお届出いただいているご登録住所宛に郵送されます。 

・当社で支払通知書が作成されていない場合、ご依頼いただいても発行できませんのでご注意ください。 

 

 

４．電子交付について 

（１）閲覧可能時期 

2026 年 1月 15日（木）午前 6 時（予定）から閲覧可能となります。 

（２）閲覧方法 

   お取引画面内［電子交付］⇒［信書照会］ 

   報告書種類に「その他信書」を選択していただき「検索する」をクリックしてください。 

 

 
 

 

「上場株式配当等の支払通知書」電子交付のお知らせをクリックしていただくとＰＤＦ形式で報告書が表示されます。 

 

 

以 上 
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